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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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温室効果ガス－製品のカーボンフットプリント－ 
定量化のための要求事項及び指針 

Greenhouse gases-Carbon footprint of products- 
Requirements and guidelines for quantification 

 
序文 

この規格は，2018 年に第 1 版として発行された ISO 14067 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

人為的活動に起因する気候変動は，世界が直面する最大の課題の一つであると従来より認識されており，

今後も数十年にわたり企業及び一般市民に影響を与え続けるものである。 

気候変動は，人為的システムと自然システムとの双方に影響し，資源の利用可能性，経済活動，人間の

幸福に重大な影響を与えるおそれがある。これを受け，大気中の温室効果ガス（以下，GHG という。）の

濃度を緩和し，また，気候変動への順応性を高めるため，国際，地域，国家及び地方のレベルで官民によ

るイニシアチブが策定され，実施されている。 

利用可能な最高レベルの科学的知見に基づき，気候変動がもたらす切迫した脅威に対して，効果的かつ

先進的な対応を取る必要がある。ISO では，科学的知見を気候変動への対処に役立つツールに変換するこ

とを支援する各種文書を作成している。 

GHG の緩和のイニシアチブには，GHG の排出量及び／又は吸収・除去量の定量化，モニタリング，報

告及び検証が不可欠である。 

低炭素経済による持続可能な開発を支援し，全世界の組織，プロジェクトの推進者及び利害関係者に役

立たせるため，JIS Q 14060 ファミリー規格は，GHG の排出量及び吸収・除去量の定量化，モニタリング，

報告，及び妥当性確認又は検証に，明確性及び一貫性を提供する。これはまた，GHG の排出量及び吸収・

除去量の定量化，モニタリング，報告及び妥当性確認又は検証を与えるものである。具体的には，JIS Q 

14060 ファミリー規格の利用によって，次の事項が可能となる。 

－ GHG の定量化における環境の面からの完全性を高める。 

－ GHG の定量化，モニタリング，報告，検証及び妥当性確認の信頼性，一貫性及び透明性を高める。 

－ GHG マネジメントの戦略及び計画の策定及び実施を容易にする。 

－ 排出量の削減又は吸収・除去量の増加による緩和活動の策定及び実施を容易にする。 

－ GHG の排出量の削減及び／又は吸収・除去量の増加におけるパフォーマンス及び進捗状況を追跡する

能力を高める。 


